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総合科学技術・イノベーション会議 政策討議 議事概要 

 

○ 日 時   平成３０年１月２５日（木）９：５８～１０：５８ 

○ 場 所   中央合同庁舎第８号館 ６階６２３大会議室 

○ 出席者   和泉内閣総理大臣補佐官、 

        久間議員、原山議員、上山議員、内山田議員、小谷議員、十倉議員、 

        橋本議員、山極議員、 

        内閣府 幸田内閣府審議官、山脇政策統括官、赤石大臣官房審議官、 

        進藤大臣官房審議官、黒田大臣官房審議官、柳大臣官房審議官、 

        内閣官房 鎌田健康・医療戦略室次長、小川健康・医療戦略室次長、 

        総務省 今林国際戦略局長、 

文部科学省 磯谷研究振興局長、 

        厚生労働省 佐原大臣官房審議官、 

        農林水産省 別所農林水産技術会議事務局長、 

        経済産業省 末松産業技術環境局長、 

        国土交通省 五道大臣官房技術審議官、 

        環境省 米谷大臣官房審議官、 

          文部科学省 科学技術・学術政策研究所科学技術予測センター 林上席研究官 

 

 

〔議事概要〕 

１．政策討議「オープンサイエンス」 

 

○原山議員 皆様、おはようございます。 

 只今より、総合科学技術・イノベーション会議の政策討議を始めさせて頂きます。 

 本日は、関係各府省庁の幹部の皆様にお集まり頂き、有難うございます。 

 本日のテーマですが、オープンサイエンスということで議論させて頂きます。 

 まず、和泉補佐官から御挨拶をお願い致します。 
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○和泉内閣総理大臣補佐官 おはようございます。まだまだ雪が残って凍っているところは滑

りますので、オープンサイエンスの前に安全な通行に心がけてください。 

 最近の状況を報告しますと、昨年２５日の総合科学技術・イノベーション会議において総理

からグローバルな視座に立ち、基礎研究から社会実装まで一気通貫の戦略が必要であり、ここ

からが大事ですが、統合的かつ具体的なイノベーション戦略を今年の夏までに策定するように

と、こうしたお話がございました。統合的という意味は、総合科学技術・イノベーション会議

のもとに官房長官を議長とする新しい会議体をつくって、そこに従来の総合科学技術・イノベ

ーション会議のメンバー以外にほとんど全ての閣僚を統合した統合的な会議をつくって、そこ

で林立する各司令塔機能の中身を統合してやっていこうと、こんな趣旨です。 

 今日のテーマはオープンサイエンスですが、オープンサイエンスは何かということについて

は共通認識がある訳ではありません。オープンイノベーション、オープンプラットフォーム、

オープンサイエンスとオープンが好きですが、そういった広い知識を身に着けることによって

様々なイノベーションなり研究も積んでいくだろうと、こうした趣旨だと思います。一方で、

当然のことながら、安全保障等を中心にきちんと守っていかなくてはならない情報や知識もあ

る訳でございまして、そういったことについてメリットとデメリット含めて今日の場で自由な

意見をしていただければと思います。 

 以上です。よろしくお願いします。 

 

○原山議員 有難うございました。 

 では早速本日の趣旨について私から御説明させて頂きます。いま和泉補佐官がおっしゃった

ように、オープンサイエンスというのが政策課題として登場したのはこの五、六年です。特に

２０１３年にＧ８科学技術大臣会合がロンドンで開催されましたが、そこでオープンアクセス、

オープンデータが議論され大きなドライバーとなっております。我が国におきましても２０１

５年になりましてから内閣府において報告書として、「我が国におけるオープンサイエンス推

進の在り方について、サイエンスの新たな飛躍の時代の幕開け」が取りまとめられました。そ

れを受けた形で第５期の基本計画の中に基本的な方針が示されました。これを契機といたしま

して、文部科学省の科学技術・学術審議会の学術情報委員会で審議まとめ、そして日本学術会

議におきましても提言が２０１６年になされました。国の研究機関、研究資金配分機関、大学、

学会等で具体的な取組が進みつつあります。今日世界の中ではデジタル化の波が押し寄せまし
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て、ＡＩと共鳴した形でもってイノベーションが加速されつつありますが、この中でも研究デ

ータもその一翼を担うものと位置付けられております。研究データの共有、活用を強力に推進

する動きが様々な国々、地域で見られます。我が国におきましても、Society 5.0の実装に向

けて、データ連携基盤を整備することとしております。 

 研究データの共有、利活用を促すオープンサイエンスにおきましては進展しつつも、現時点

におきまして国際的に同意を得た形には至っておりません。誰がリーダーシップをとるか一刻

を争う競争が始まっております。できれば日本がリーダーシップをとりたいというのが本日の

趣旨です。 

 そこで、オープンサイエンスをデザインする際にかぎとなるのが自国にとって特に力を入れ

ている分野、或いはイノベーションが期待される分野を伸ばしているものになっていけるのか

ということにあります。よって、既に科学技術基本計画の中で示しておりますように、国益等

を意識したオープンアンドクローズ戦略に留意しつつ、研究分野や研究プロジェクトなどに応

じた研究データのオープン化を推進し、データの効果的な活用を図る必要がございます。 

 内閣府では昨年１１月に学識経験者、国の研究機関や研究資金配分機関の担当者からなる国

際的動向を踏まえたオープンサイエンスの推進に関する検討会を設置いたしまして専門的な検

討を始めておりますが、本日の政策討議におきましては、オープンサイエンスに係る国内外の

動向を各省の出席者と共有すると共に、国益を確保しながら、安全保障も含めてですが、国際

的にもそん色のない取組を進める為に、３つの点を示させていただきます。１番目、研究開発

法人におけるオープンアンドクローズ戦略を考慮したデータ利活用の更新の策定を推進してい

くこと。２番目、競争的研究資金制度において研究資金受給者に対するデータ管理活用につい

ての取組を要請する制度を導入していくこと。３番目、大学や研究機関等における研究データ

を利活用する為のプラットフォーム、基盤の整備を推進すること。これらの点を議論させてい

ただければ幸いです。 

 ということで、早速ですが、内閣府の事務局から、これから自由闊達な議論を進めていく為

に、まず予備知識として説明させて頂きます。 

 

○赤池参事官 事務局から説明させて頂きます。 

 資料１を御覧いただければ幸いです。１ページ目の右下に１と書いてありますが、基本的な

問題意識については、和泉補佐官と原山議員から御説明頂きました通り、本政策討議は国益と
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国際的なプレゼンスを両立するため、オープンサイエンスに関する管理方針の策定や基盤整備

等について府省横断的な議論をしたいという趣旨です。基本計画や内閣府の検討会では、基本

的な考え方をお示しし、各省の御協力を頂いておりますが、今後の方策について御議論いただ

ければ幸いです。 

 ２ページ目の課題を解決する為の処方箋（論点一覧）を御覧ください。３点ございます。ま

ず１点目については、研究データ利活用方針の策定です。米国などの諸外国において、制度的

に分野別、機関別、研究プロジェクト別の方針の策定を推進する取組が進んでいるほか、国際

団体での基準づくりなどが進みつつある状況です。このような状況の中で、研究開発法人がオ

ープンアンドクローズ戦略の必要性を検討しながらデータ利活用の方針を策定することで研究

コミュニティの取組を先導することが効果的だと考えております。 

 続いて、②の競争的資金におけるデータ管理の要請です。こちらも米国や欧州で既に進んで

おりますが、競争的資金において研究費受給者に対して適切なデータの利活用や管理を要請す

るものです。具体的には、ＡＭＥＤやＪＳＴの一部プログラムに導入されているように、研究

資金を公募する際にデータマネジメントプランを作成を求めることや、指定したレポジトリ、

これはデータの置き場所ですが、にデータを登録、公開することを要請することです。この際

に公開するデータの整備・管理する担当者を研究論文等に明記することを要請して、担当者の

インセンティブを高めるということも重要になってきております。 

 ３点目の研究データ利活用のための基盤整備です。研究成果の登録・公開を行うレポジトリ

が国際的に増加する中、信頼できるレポジトリの整備をいち早く推進する必要がございます。

主に国際認証を受けられるレポジトリが増加することがまた大切ということになっております。 

 ３ページ目については、基本計画の関連記述、そして４ページ目については原山議員からお

話がありました内閣府における検討会の概要、それからこれからの検討の方向性について出て

います。また、５ページ目以降については、国際的動向に関する資料を付けておりますので、

御議論の中で適宜御参照いただければ幸いです。 

 以上で事務局からの説明を終了致します。 

 

○原山議員 有難うございました。 

 では、先ほども赤池参事官から御説明があったように、幾つかの省庁では既に取組が進めら

れていますので、その辺の事例からスタートさせて頂きます。短い時間ですので、時間の終了
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１分前にベルを１回、終了時にベルを２回鳴らしますので、時間厳守でお願い致します。 

 まず、文部科学省から、「文部科学省におけるオープンサイエンスの推進について」、５分

で御説明願います。 

 

○磯谷研究振興局長（文部科学省） 文部科学省研究振興局長、磯谷です。１６日に赴任しま

した。よろしくお願い致します。 

 それでは、資料２です。文部科学省におけるオープンサイエンスの推進について御説明致し

ます。１枚めくって頂きまして１ページ目ですが、文部科学省では、先ほど御紹介もありまし

た、政府全体の検討を踏まえながら科学技術・学術審議会において研究データを保存・公開す

ることの意義、或いはその方策等について検討を進めております。 

 それらの状況を踏まえまして、２ページ目を御覧ください。オープンサイエンスの観点・方

向性を御提示しております。まず前提といたしまして、先ほど原山議員からも御説明がありま

したように、オープンサイエンスの方向性については世界的に検討が進んでおりまして、この

流れに取り残されないように全体的な枠組みの中で具体的にどのように進めていくかというこ

とが課題です。一方で、審議会における議論では、研究活動を阻害しないという観点から、分

野ごとの研究スタイルの違いなどを踏まえて検討が必要であるということが指摘をされており

ます。 

 主な観点としては、先ほど内閣府から説明がありました３つの論点に加えまして、研究デー

タの利活用に精通した人材の育成確保について掲げさせていただいております。次のページか

らそれらについて個別に示しておりますので、御覧ください。 

 まず３ページ目ですが、研究分野の特性を踏まえた研究データの利活用方針の策定です。現

状としましては少し説明がかぶりますが、海外で研究データの利活用方針の策定が進む中、我

が国の対応が後手に回りますと様々な観点から不利益が生じるおそれがあります。その一方で、

データの共有・公開が進んでいる研究分野或いはプロジェクト等というのが一部にとどまって

いるということがございます。 

 それから、今後の方向性といたしましては、研究分野の特性や世界のスタンダードに則して、

守るべきものは守るという視点、逆にオープン化に取り組むことで世界をリードする視点など

にも留意したオープンアンドクローズ戦略は当然重要であります。そしてこれらを踏まえたマ

ネジメントポリシー或いはデータ管理計画等の策定に向けた検討が必要であります。各事例に
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ついて３ページ目下のところにＪＡＭＳＴＥＣやＡＭＥＤ等々の事例も挙げております。 

 次に４ページ目でありますが、競争的資金におけるデータ管理に関する方針の策定について

です。現状・課題としまして、先ほども少し御紹介がありましたように、我が国ではＡＭＥＤ

やＪＳＴの一部のプログラムにおいてデータポリシー或いは管理計画の導入事例があります。

一方で、他の大部分の競争的資金における対応はこれからというところです。 

 今後の方向性として、研究コミュニティの理解を得ながら、その導入に向けた検討が必要で

あるということです。 

 次は５ページです。データ利活用の基盤の整備であります。御紹介がありましたように、機

関リポジトリと呼ばれています主に文献をアーカイブするシステムの整備は着実に推移をして

おります。研究データを保存、利活用する為の基盤については、取組例としてＮＩＭＳのプロ

ジェクト或いはＮＩＩなどの研究機関の一部において構築が進められているということです。

今後は現在のリポジトリにデータ基盤としての機能を拡張することを検討するほか、ＮＩＩが

進める研究データの保存活用システムの開発を支援してまいりたいと思います。なお、ＮＩＩ

については９ページに参考で掲げておりますので、後ほど御覧頂きたいと思います。 

 最後に６ページですが、研究データの利活用に精通した人材の育成・確保です。現状といた

しまして、研究データの利活用を進めていく為にはそれに精通した人材が重要なことは言うま

でもありません。 

 今後の方向性といたしまして、これまで論文のオープンアクセスの推進或いは機関リポジト

リの構築を担ってきた大学図書館職員をはじめとする関係人材の能力開発、或いはこちらに参

考で出ておりますが、データ関連人材育成プログラムなど様々な取組をしております。こうし

たことを通じて、データキュレーター的な人材の養成・確保等に向けた取組を検討する必要が

あると考えております。 

 説明は以上です。 

 

○原山議員 有難うございました。 

 続きまして、内閣官房の健康医療戦略室から、「ＡＭＥＤにおけるデータシェアリングの取

組について」、３分でお願いします。 

 

○鎌田健康医療戦略室次長（内閣官房） 健康医療戦略室です。資料３に基づきまして御説明
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します。１枚です。 

 上にございます背景の１番は今まで御説明のあった通りです。そのうち医療に関しましては

特に急ぎ対応する必要があるだろうということで、２にございますゲノム医療実現推進協議会

においてデータシェアリングが必要であると指摘を受けております。 

 そしてまた、３ですが、ＡＭＥＤの後にＩＲＤｉＲＣ、イルディルクと呼びますが、これは

希少疾患の研究開発に関する国際コンソーシアムですが、ここでもデータシェアリングの議論

がありますので、ＡＭＥＤも参画してそのガイドラインの作成などに参加すると共に、それを

国内に持ってこようということをしております。 

 そして取組ですが、下の四角です。ＡＭＥＤが行っている９つのプロジェクトのうち２つ、

疾病克服に向けたゲノム医療実現化プロジェクト及び難病克服プロジェクトにおいて、ゲノム

医療実現の為のデータシェアリングポリシーを定めて、そしてここのプロジェクトで資金を得

る研究者にはデータシェアリングを義務付けているところです。 

 具体的には、その考え方といたしましては、データシェアリングによる効率性・効果性の確

保と共に、２行目にございますが、研究参加者の権利保護、検体情報や臨床情報の提供した研

究者の保護など、或いはリサーチパラサイトと言われるような人たちをどう対応するかといっ

たこと。それから、個人情報の保護との両立などを考えてございます。 

 運用は２８年４月からでございまして、対象データはここに掲げている９つの分野です。分

類ですが、ここに３つ、制限共有データ、制限公開データ、非制限公開データと３つございま

す。そのうち後者２つについてはＪＳＴでもあるのですが、最初の制限共有データというもの

は研究者がお互い合意した場合のみデータを共有できるという新しい分類を持っているところ

です。 

 そして、これは最後の※のところですが、ＡＭＥＤ指定のデータベースへの登録、１つはＡ

ＭＥＤ独自のもの、２つはＪＳＴのものです。さらに、このデータマネジメントプランを提出

を求めて、これを公募審査の評価対象としているところです。 

 以上です。 

 

○原山議員 有難うございました。 

 データの公開、非公開についてＡＭＥＤに続きまして、経済産業省からプラクティスをお願

い致します。３分間でお願いします。 
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○末松産業技術環境局長（経済産業省） 資料４を御覧ください。 

 経済産業省のプロジェクト関係で生じる研究開発のデータのマネジメントについて、先般ガ

イドラインを取りまとめて公表しましたので、その内容について御紹介します。 

 １ページ目を御覧ください。研究開発事業においてはこれまでデータについては各受託者の

判断によって取扱いを決めていただいたということですが、今の昨今の状況に応じてガイドラ

インを取りまとめということであります。 

 目的のところですが、意識して行ったことは、１つは提供可能なデータについて第三者への

利活用を促進していくということ。２つ目はプロジェクトの参加者間のデータの共有やルール

化による事業成果の最大化、そして３つ目は国の資金により発生するデータについて委託者の

マネジメントの対象として、その扱いをあらかじめ適切に決めておくといくことであります。 

 適用対象とする事業は、経済産業省の予算により、経済産業省及びＮＥＤＯなどの経済産業

省所管の独立行政法人が委託をする研究開発事業であります。昨年１２月２７日に策定・公表

して、適用開始時期は原則今年の４月１日以降に新規に公募を開始する全てのプロジェクトと

しております。実は本年度といいますか去年やった５つのプロジェクトにおいて試行しており

まして、それを踏まえて全部の事業に適用しようと考えておるところです。 

 全体的な流れについて御説明します。図を見ていただければと思います。１ページ目の下の

ところです。委託者は、まず公募時にデータマネジメントの基本的な考え方や取扱いを提示し

ます。そして、プロジェクトに採択された受託者は、原則プロジェクトの開始前までにデータ

の概要や第三者にデータの提供が可能であるかを示したデータマネジメントプランを作成して

委託者に提出するということです。また、このデータマネジメントの内容をプロジェクト受託

者間で共有すると共に、プロジェクトで生じるデータについての利用許諾などをルール化した

データ合意書を作成するということです。 

 具体的な作成項目については表にある通りです。これによってプロジェクトの参加企業の参

加割合も半数を超えていることから、可能な限りデータの広範な利活用を念頭に置きつつも、

オープンにするか、またクローズにするかという領域を適切に判断して提供することができる

のではないかと思っております。 

 今後の課題ですが、受託者にとっては作業が増えるということがあります。それで、どこの

研究開発データについてあらかじめ管理方針を検討頂くことのプラスの面を強調すると共に、
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簡素化できるようなことについては簡素化するというようなことを工夫していますが、更に工

夫を進めていきたいと考えております。 

 以上です。 

 

○原山議員 有難うございました。現実的に動きが始まるというのが印象です。 

 続きまして、オープンサイエンスがもたらす社会変容と研究データポリシー－新たな知の開

放と研究データ資源戦略－について、有識者の林さんから御説明願います。５分ですが、１分

前に１鈴、２鈴を最終のときに鳴らします。よろしくお願いします。 

 

○林上席研究官（文部科学省科学技術・学術政策研究所） 科学技術・学術政策研究所の林で

す。約２５年間一貫してオープンサイエンスにつながる実践と調査研究に取り組んでおり、今

回御説明の機会を頂きました。 

 まず、理解が難しいオープンサイエンスのオープンを歴史からひも解きたいと思います。グ

ーテンベルグの大量印刷により本の流通は手書きの写本に比較して爆発的な情報を社会にもた

らし、情報の開放によるオープンな社会基盤が一度生まれています。この情報爆発は科学は勿

論、社会と文化に大きな影響を与え、ルネサンスを支えました。そして、著作権や特許などの

法律を含む今日の社会制度につながり、ＩＣＴ化が進んだ現在もその骨格に依拠しています。 

 ３枚目に移り、我々はこの歴史を繰り返し、ウェブを基盤とした情報の爆発と開放が進行し

た新たなオープン化の時代に突入しています。そして、ウェブが支える社会に変容する過渡期

におり、科学的な表現を借りれば、印刷ベースからウェブベースの位相へ変化させる活性化エ

ネルギーないしは触媒を必要としています。今回の論点はその触媒ともなるものです。もっと

も、科学や知財に関する情報の取扱いや人の行動原理の本質は変わりません。Ｃｈｕｂｉｎと

いう社会学者は科学の情報の取扱いにはオープン、クローズ、そしてシークレットがあると述

べています。その本質を踏まえた新たなオープン化時代の戦略方針並びに情報基盤づくりが必

要で、世界が動いています。 

 最初に４枚目を御覧ください。Ｇ７科学技術大臣会合では、つくば開催の際に初めてオープ

ンサイエンスを取り上げ、直近のトリノの報告にはオープンサイエンスは科学研究の変容を促

すものと明記し、各国が新しい研究情報流通の枠組みや産業の標準化に向けた取組、ないしは

先行した利益を獲得する動きを見せています。 
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 ５枚目に示す通り、ＥＣはこの変容を前提として、デジタル単一市場政策並びに研究データ

プラットフォームであるオープンサイエンスクラウドの構築が進められています。また、ＯＥ

ＣＤでもＧｏｉｎｇ Ｄｉｇｉｔａｌという本格的なデジタル社会に向けた取組のもと、各種

調査や研究データ利用のガイドラインの変更を検討しています。 

 さらに、独特の動きを見せているのが６枚目のオーストラリアです。研究データを資源とし

て考え、研究者間のみならず、社会への活用を積極的に図ろうとしており、研究費とは別の予

算で研究データインフラを構築しようとしています。 

 このような世界の動きの中、日本もSociety 5.0という社会変容コンセプトを打ち出してお

りますので、それを駆動する知識基盤構築が必要となります。 

 ７枚目に移ります。以上の背景を踏まえ、政策討議としてはオープンというのは戦略的開放

と理解すべきです。我が国の研究、産業、文化振興と社会が発展し、世界にも貢献する守りと

攻めの戦略と方針を持った上で、研究者やステークホルダー、そして広く産業・社会に研究情

報を開放し、社会を発展させることになります。その際留意すべき点は、研究データを資源と

して活用すること。これまでのオープン・クローズ戦略だけでは通用しないこと。さらに、新

しい科学研究が付加されることです。オープンサイエンスにはオープン化を前提としたビッグ

データ研究のような新しい研究領域の創造と産業展開が含まれています。 

 さて、その戦略や方針の立案には様々な特性を考慮する必要があります。８枚目のスライド

は分野の特性を示すポートフォリオの例です。横軸は知財、産業との関連度が高いか低いか、

縦軸は研究に関わるステークホルダーが多様かどうかです。この軸で分類すると、右上の天文

のようなオープン化しやすい領域、左上の防災のようなオープン化しつつ産業化を意識すべき

領域などに分かれます。左下はデータを守った上で戦略を考慮すべき領域として正に橋本議員

のＮＩＭＳが慎重に進められていると認識しております。このマップは飽くまで１例でして、

さらに参考まで私見の各領域の重点方針例を示したものがスライド９になります。 

 今回はこのような方針づくりの重要性自体を論点としており、時間の関係もあり細かく説明

ができませんが、力点として、左下の象限から時計回りに赤字部分、「データの流出を防ぐ」、

「標準化を狙う」、「国際貢献を目指す」等、特性に応じた研究データ利活用方針の色を打ち

出すことができます。 

 或いは１０枚目のように、研究データの公開の経験にも分野別の差があります。このような

分析を各研究機関や組織で行い、分野や研究者の特性と個々の目的に沿った方針づくりが必要
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となります。 

 最後のスライドになります。研究データの扱いは研究者が最もよく分かっています。しかし、

今までの研究活動の延長線上にはない世界を迎えることを念頭に、見識のあるトップダウンと

ボトムアップによる実践、すなわち政策からの誘導と研究者を中心とした自発的な活動、双方

の試行錯誤が必要です。そして、科学と社会の変容に向かう活動の端緒として、新しい知識基

盤構築を念頭に置いた研究データ利活用方針と研究データ基盤づくりに今回目を向けることに

なります。 

 以上で説明を終わります。 

 

○原山議員 有難うございました。 

 では、ここからは御出席いただいている他の省庁から御発言を頂きます。各省庁１分ずつ、

申し訳ございませんが、１分でお願い致します。 

 総務省からまずスタートさせて頂きます。 

 

○今林国際戦略局長（総務省） 有難うございます。 

 所管の情報通信研究機構の動きですが、電離圏、太陽電波の観測或いは大気、地表面のリモ

センなど、過去３０年以上にわたって研究をしておりますので、多くのデータを保有しており

ます。こうしたデータは大学などの研究機関或いは民間企業に有償或いは無償で提供しており

ます。今後も保有データを一般の方にも広く利活用して頂くような方向で取組を進めてまいり

たいと思います。 

 その例としまして、知能科学の領域における次世代研究開発、この推進を目的として、昨年

オープンイノベーション型の戦略的研究開発推進拠点を設立いたしました。ここでＮＩＣＴが

蓄積してまいりました研究データ、言語、音声、或いは脳情報の関連データ、これを一般の方

が利用しやすい形、つまり窓口の一元化ということで提供するなど、産学官連携での研究開発

環境を整備しております。より一層推進してまいりたいと存じます。 

 以上です。 

 

○原山議員 続きまして、厚生労働省、お願い致します。 
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○佐原大臣官房審議官（厚生労働省） 厚生労働省は競争的資金であります厚生労働科学研究

というのがありますが、平成２８年度の公募からオープンサイエンスについて記載をしており

ます。ただし、実際にはオープンアクセスという非常に限定されて形でやっているのが現状で

あります。また、例えば医薬基盤・健康・栄養研究所という薬の研究をやっているところがあ

りますが、そこでは薬の候補物質の毒性に関するデータベースを公開しておりますが、データ

ポリシーの策定はまだできていない状況にあります。 

 オープンサイエンスについては進めていかなければいけないと思っておりますが、一方でい

ろいろな課題があると思っておりますので、今日のこの検討会での議論とか内閣府での検討も

踏まえてよく考えていきたいと思っております。 

 以上です。 

 

○原山議員 続きまして、農林水産省、お願い致します。 

 

○別所農林水産技術会議事務局長（農林水産省） 農林水産省ですが。 

 農業研究に関しましては研究データを利活用する為のデータベースといたしまして、いわゆ

る研究者レベルでのポータルサイト、また農業者等々一般の方々にも御覧いただけるポータル

サイトなどを整備いたしまして、その利活用の推進を図っておりますが、まだまだオープンア

ンドクローズというところの戦略性については不十分なところがございますので、その拡充、

利便性の向上を図ると同時に、そういった点についても十分留意して進めてまいりたいと思い

ます。 

 また、研究開発法人におけるデータポリシーの策定、競争的資金制度におけるデータ管理等

についてまだ遅れているところがありますので、先行事例、またこの場での議論を参考にしつ

つ整備を進めてまいりたいと思います。 

 以上です。 

 

○原山議員 有難うございました。 

 次に国土交通省、お願い致します。 

 

○五道大臣官房技術審議官（国土交通省） 国土交通省では独法として土木研究所、建築研究
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所、海上・港湾・航空技術研究所、また国の機関として国総研、それから気象研、それから地

理院等様々なデータ研究をさせていただいているところです。例えば地盤情報であれば国の持

っている地盤情報を「KuniJiban」というような形で公表させていただいているものもありま

す。また研究の成果もホームページ等で公開しています。 

 研究の利活用方針の策定、それから競争的資金の受給に対するデータマネジメントプランに

ついては、政府の方針等情報交換させて頂きながら、国防に関係あるもの等々秘匿するものと

オープンにするもの等の仕分けしながらしっかり検討してまいりたいと考えてございます。 

 

○原山議員 有難うございました。 

 最後になりますが、環境省、お願いします。 

 

○米谷大臣官房審議官（環境省） 環境省です。 

 まず、研究開発法人におけるデータポリシー策定については、環境省の関係では国立環境研

究所ございますが、平成２９年４月にデータポリシーを策定、公開しております。適切な研究

データの公開等に努めておるというところです。 

 ２点目の競争的資金としましては、環境研究総合推進費というようなものがございます。こ

れについては本日の議論を踏まえて研究資金受給者に対してのデータ管理、活用について求め

る取組を検討してまいりたいと思っております。また、現在環境研究総合推進費の研究データ

を利活用する為のデータベースの整備にも着手しているところです。 

 本日の議論等も踏まえ、環境省におけるオープンサイエンスについて引き続き取り組んでま

いりたいと思います。 

 以上です。 

 

○原山議員 有難うございました。 

 ここからは有識者議員からの御発言となります。時間限られておりますので、各自３分とい

うことでお願い致します。どなたからでも結構です、如何でしょうか。橋本議員。 

 

○橋本議員 私が所属しておりますＮＩＭＳにおいて、もともとＪＳＴの公的資金で得た材料

科学に関する大きなデータベースがあります。特に材料科学においてはデータサイエンスが非
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常に注目を浴びているということもあって、私たちは今一生懸命取り組んでおります。 

 ポイントを2点申し上げます。１点目は、オープン・クローズ戦略やデータベースにはいろ

いろな課題があり、ステークホルダーがとても多く、みんなの考え方が違う中で調整するのは

とても時間がかかるということです。一方で世の中はどんどん進んでいるという実態がありま

す。ＮＩＭＳでは、アグリーメントも含めて完璧なものはできないので大枠だけ決めて走ると

いうことを決めました。 

 今何を申し上げたいかと言いますと、各省庁みんなで一回アグリーメントをとって大枠を決

め、あとは走って必要に応じて調整に入るというようなことをやらなければ、いつまでたって

も何もできないということです。例えば、どこまでを基本的なポリシーとしてどのような構造

にするのかという議論をし、オープンとクローズにした場合のクローズ部分がここで、その為

のデータの本当に大枠的なものをアグリーメントするということを早急にやる必要があるので

はないか、というのがまず第１点目です。 

 ２点目は、これまでの経験上強く思うのは人材が本当に足りないということです。人をすぐ

に育てるという訳にもいきませんし、時間をかけていては間に合いませんので、データベース

のポリシーを議論できる人材をみんなで出し合い共有しないと、とても国全体としてやってい

けないという感じがあります。私たちのところも人集めに非常に苦労しているところで、おそ

らく後から出てくるところはもう人がいないという状況になると思いますので、私たちとして

はしっかり人を出していこうと思っています。 

 いずれにしてもそういうことも含めて大きな枠組みのアグリーメントをこうした中でとると

いうことが大変重要かと思います。 

 以上です。 

 

○原山議員 有難うございました。 

 では、久間議員。 

 

○久間議員 総合科学技術・イノベーション会議では、ＳＩＰを中核に各省を束ねて自動運転、

防災・減災、農業、構造材料等の分野ごとのデータベース構築を進めています。最近はそれら

分野ごとのデータベースを連携させる活動にも着手しております。これらの活動をスピードア

ップしなくてはいけません。昨年１２月２５日の総合科学技術・イノベーション会議本会議に
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おいて、総合科学技術・イノベーション会議が司令塔機能を発揮して、データ連携基盤の構築

を急ぐべきということを安倍総理に申し上げました。また、総合科学技術・イノベーション会

議の重要課題専門調査会の下に、データ連携基盤ワーキンググループを設置して、先日第１回

のワーキンググループを開催しました。 

 欧米も最近、急速にデータ基盤に関するポリシーを策定しています。日本もとにかく急がな

くてはいけないということです。オープンサイエンスは、どちらかというとアカデミアの言葉

です。産業界にとってはデータ連携基盤の方がなじみがある言い方です。アカデミアと産業界

が活用する分野は若干違いますが、オーバーラップもしている。そのあたりを整理しなくては

いけないというのが１つ目です。 

 ２つ目は、データポリシーとかグローバル戦略、オープンアンドクローズ戦略は各分野ごと

に策定すべきですので、各省がバラバラに活動するのではなくて、一体的に策定、運営すべき

です。これも総合科学技術・イノベーション会議の司令塔機能の役割の１つだと思います。そ

ういったところを皆さんにご協力頂きたいと思います。 

 以上です。 

 

○原山議員 有難うございました。 

 小谷議員。 

 

○小谷議員 アカデミックの現場で申し上げますと、やはり皆さんデータを自分のところで蓄

え、それを解析することで新しい科学が開けるということは強く実感されています。それぞれ

研究室単位若しくは研究科単位若しくは大学単位でデータの共有化を図ろうという動きがもう

既に始まっています。ところが、これが国の中でどう統合されていくかということが相変わら

ずやはりよく見えていないので、今後の活用方針が見えにくいところもあります。 

 データ入れたが、結局使われないで放ったらかしになるということも多かったので、そこに

対する警戒もあると思います。なるべく早く国としての方針を決めて頂きたい。 

 その際に、分野ごとの特性というのは勿論あります。例えば数学や情報では昔からソフトウ

ェアも込めてオープンにしてフリーアクセスで改良していくという文化があります。一方での

医療データのような個人情報も含まれているものもあり、文化と分野の特性等もよく理解して、

なるべく早くポリシーを決めていただけたらと思います。 
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○原山議員 有難うございました。 

 上山議員。 

 

○上山議員 先ほどのＮＩＳＴＥＰの林さんからもありましたが、この問題は実は分野によっ

て相当温度差が違うのですね。研究を中心にリードしていくのか、或いはビジネスの現場でこ

れをとっていくのかについても考え方が違う。研究でやっていくとすると、共同研究でリード

をとっていく為にはここまで出すべきだというガイドラインが出てくるでしょうし、ビジネス

のところで標準化をとっていこうとすれば、これは明らかに商業的なところとの問題を絡んだ

上でのガイドラインをつくらないといけない。 

 先日経済産業省からレク頂きましたが、経済産業省非常に進んでいるなと思いましたのは、

とにかく省庁で出している研究開発に関してはできる限りデータの促進をしていくという原則

を立てている。それから、第三者に対してそれを出していこうとしているということでした。

ただ、その第三者というのがどこまでなのかということについてはまだ議論が進んでいないと

も思いました。かつ、各省庁がやっている研究開発についてそれぞれその第三者が何かについ

ての考え方が少し違ってくると思うのですね。ですから、まずは各省庁がお互いやっている研

究開発から出てくる研究データについて、それぞれがこのようなガイドラインをつくっている

ということを議論し合うようなコンソーシアムの場をつくって頂きたいなということを思って

おります。 

 また、エビデンスベースドポリシーメーキングということから考えると、例えば経済産業省

は経済産業省なりにやっている研究開発から出てくるデータをもとに経済産業省なりのポリシ

ーをつくっていっておられます。別の省庁も同じでしょう。だとすると、このオープンサイエ

ンスの方針は、省庁をまたぐような様々な研究開発のデータからのエビデンスベースドポリシ

ーをつくる為の基盤にもやがて関わっていきますね。ですから、少なくとも政府の中ではこれ

をある程度公開して共通に使って、そして政府全体の政策に落とし込むようなエビデンスベー

スドポリシーに使うという形に是非して頂きたいと。その為のコンセンサスをつくる場所を各

省庁またいだ形でできないのかと私は考えております。 

 

○原山議員 有難うございました。 



－17－ 

 山極議員。 

 

○山極議員 議論がやはりこれ３つ異なるレベルで進んでいると思います。研究者レベルの話

と、企業レベルの話と、国レベルの話ですね。研究者レベルの話はとりわけ最近は電子ジャー

ナルの高騰化で、論文へのアクセス、データへのアクセスが非常にお金がかかるので誰もがで

きる訳ではない。このアクセスに対する公平性を担保するということでリポジトリに全ての学

位論文や研究論文のオープン化を狙うということが進んでいます。 

 企業レベルの話は、これはアメリカ発で始まったことだと思いますが、企業が自前で研究開

発をするのではなくて、クラウド型のオープンアクセスを利用しながらデータを公開して、そ

こに参加する企業を募って、そのデータを共有してイノベーションにつなげるということが始

まっている。これは非常に加速度的に行われております。こっちの方向性と、それから国とし

ては宇宙開発とか公的資金が大幅に投入されているような分野では、国家間の競争になる可能

性もありますので、非常にディフェンディングをかけた話で、どう誰と共有していくのかとい

うことを厳格に定めた話が必要になってくると思います。これは分けて考えないといけないの

ですが、ただし、国レベルの話としてここで言いたいことは、どのデータが公開でき、公開で

きないかということをとりあえず先ほど上山議員おっしゃったように決めていただいて、それ

をガイドライン化して貰うということですね。経済産業省で進んでいるという話ですが、これ

は省庁をきちっと統一してそういったデータの管理、公開を決めるような話をして頂きたいと

思います。 

 

○原山議員 有難うございました。 

 如何でしょうか。 

 有難うございました。ここまで有識者ですが、これからは残りの時間でもって皆様方と議論

したいと思います。今の有識者の意見に関して何か反応がございましたら、また反論でも結構

ですので、御自由にお願い致します。如何でしょうか。 

 

○小川健康医療戦略室（内閣官房） 健康医療戦略室です。 

 議員の方々の中からも分野ごとのいろいろな特殊事情というお話ございました。私どもが扱

っております健康医療分野については先ほど鎌田から御説明させて頂きましたように個人情報
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の話などもございまして、非常に扱いの難しい情報がございますが、一方で、医療分野での研

究の情報の流通を図っていくという観点で次世代医療基盤法といったものも施行に向けて動い

ているところです。その辺の情報の匿名化などを生かした情報流通の促進といったようなこと

についても総合科学技術・イノベーション会議としっかり連携をとっていきたいと思っており

ますので、よろしくお願いします。 

 

○原山議員 有難うございました。この枠内だけではなくて、個人情報保護法、様々なルール

がございます。それとのコンパティビティも考慮した上でということだと思っております。 

 ほかに如何でしょうか。 

 今先行事例というのが経済産業省、文部科学省からＡＭＥＤに関しても進みつつある訳で、

それを情報をシェアしていきながら、難しい点が出てきた際にそれも一緒に議論しながら、と

いうその枠組みの必要性というものも出てきていると思っております。 

 如何でしょうか、皆さんプレッシャーかけて短くさせてしまったのですが。今ゆとりござい

ますので、リラックスしてお話しいただければと思います。 

 これまで現時点でまだ取組これからという府省の方いらっしゃいます。先行事例をお聞きに

なってどう考えてらっしゃるかでもいいですし、この辺は使えそうなど、我が省にとってはこ

の辺は別な配慮が必要など、その辺の御意見も頂ければうれしい。如何でしょうか。 

 

○別所農林水産技術会議事務局長（農林水産省） 農林水産省です。 

 先ほど人材不足という点、そこが大事だというお話しを頂きました。私どもの研発法人につ

いてもまだまだそういった面での戦略づくりに長けた人材というのは少し不足していると思い

ますので、その辺は各省所管の研究開発法人の方々とも連携させて頂き、また政府全体でのそ

ういう人材育成の仕組みなどができましたら、しっかり活用させて頂きながら進めさせて頂き

たいと思います。 

 

○原山議員 本日事務局から御提示したテーマの中に人材が明示的には入ってなかったのです

が、これ非常に大きな課題だと、先ほど橋本議員の御発言にもあるのですが。先ほど申し上げ

ました内閣府の中の検討会では人材も大きな柱として考えております。何かというと、Ｇ７の

枠組みの中でも２つ大きな課題があって、１つはデータインフラの話と、もう一つは人材とい
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うことで議論していました。それに対するインプットも必要ですし、国内向けの具体的なアク

ションをとる為の人材がありますので、その辺も今後の少し宿題として受け止めさせて頂きま

す。 

 ほかは如何でしょうか。山極議員。 

 

○山極議員 日本学術会議でも実はオープンサイエンスの話はずっと討議を進めておりまして、

近々そういった意見を出そうと思っていますので、是非参考にして頂きたいなと。 

 

○原山議員 タイミングとしてはいつごろ。 

 

○山極議員 むしろ要求していただいた方が加速できると思います。 

 

○原山議員 直近の目標というのが統合的政策をつくるので、それに対するそのタイミングで

この議論もありますし、先ほどの系統間の議論もありますし、できれば学術会議からもインプ

ットをその手前で頂けると総意という形になりますので、よろしくお願いします。 

 

○山極議員 ６月前ということですね。 

 

○原山議員 もっと前ですね。 

 

○山極議員 もっと前ですか。 

 

○原山議員 どうぞ、上山議員。 

 

○上山議員 文部科学省ではエビデンスといいますかこうしたデータに直結するような室を新

しくつくられ、戦略室と言いましたかね、聞いています。佐野局長が随分やってくださったと

思いますが。各省庁がこうしたデータについてのガイドライン的なものを作る共同作業はでき

ないでしょうか。各省庁がやっている研究開発から出てくるような結果をどういう形で、体外

的に使うのか、或いは政府の中で使うのかということについてのガイドラインを、グループの
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ようなのをつくっていただいて、室のようなのができたらいいですが、それを横串でつなぐと

いうことはできないかと思います。少なくともそれをやるような議論するコンセンサスのよう

な場所作って初めて政府全体の方針に波及するのではと思うのですが。アメリカなどでは、こ

んな大規模な研究データのデポジットって中々実際は難しいのですよ、ものすごい分散化して

いますから。ヨーロッパはできるかもしれないが、それでも各国で結構バラバラですから。で

も、日本はかなりできるかもしれません、これ。かなりポテンシャルがあって、相当ここから

巻き返すことができるポテンシャルは持っている。このデータに関して。是非ですから政府全

体でどこか意思統一できるような形をしてほしいなと思っています。 

 

○原山議員 どうぞ、久間議員。 

 

○久間議員 厚労省や農水省のような事業省庁は、産業界が使いやすいデータベースの構築を

意識した活動をしていると思います。文部科学省は産業応用と学術応用の両面あるのですが、

文部科学省の一部のデータベースは産業界にとっては使いにくいという声があります。アカデ

ミアばかりでなく、産業界にも使われるデータベースのあるべき姿を議論していますか。 

 

○磯谷研究振興局長（文部科学省） 久間議員御指摘のデータベースが何かによるのですが、

ＪＳＴのものであればそれは当然産学連携を意識してやっています。ＮＩＩのリポジトリであ

ればそれはまず大学間でどのように共有できるかという議論をしております。すみません、具

体的に教えていただければ対応致します。 

 

○原山議員 正にこうしたシステムがあってもユーザーフレンドリーではない場合がかなりあ

ると。それをやはりオープンサイエンスという文脈の中で、更に言うならば、Society 5.0の

データ基盤という文脈で言うならば、第三者であっても企業であっても一個人であっても使い

やすいものにしなくてはいけないというのがあるので、その辺の今後の運営の仕方というもの

を御検討いただければと思います。 

 

○磯谷研究振興局長（文部科学省） それは当然のことだと思っています。 
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○末松産業技術環境局長（経済産業省） 昨年５つのプロジェクトでやってみて、今度は全部

に広げるという形ですが、ＪＳＴなど先行しているほかの取組などを参考に進めているのです

が、参考になることがとても多くてほとんど真似をするのですが、やはり独自のところや、あ

とデータマネジメントプランをつくって貰う企業といいますか受託者の人の負担があるので、

貰うやつはきちんと全部書いて貰うが、第三者に共有できない部分といいますか、どうしても

生データというようなところの話はこうしたのがあるが、これは出さないというところは簡素

化にするなど、幾つかそういうやってみる際に分かったことがあると思います。 

 これから各省一緒にいろいろなことができるようになった際に、先ほど上山議員おっしゃら

れたことだと思うのですが、大体大まかなことを整理して、みんなやりながら、実は少しは違

うが、とにかく全部の省庁のいろいろな事業にできるようになって進んでいくというのが必要

だと思うので、是非総合科学技術・イノベーション会議なり内閣府なり指導していただければ

と思います。 

 全部様式を提示されて、それに合わせようとすると抵抗があるのですが、そうではない、大

まかに整理するところと特徴があっても仕方がないところと分けていただけると有り難いと思

います。我々も今のやっているやつをまた改善していくというつもりは十分ありますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 

○磯谷研究振興局長（文部科学省） 私も末松局長の方向性に大賛成で、コンソーシアム的な

ものができて、そうするとそのポリシーについての議論もできますし、それから先ほどの人材

の融通と言いますか、ノウハウをいかに共有するかということでできると思うので、そういっ

た何かの仕組みというのは必要だと思います。 

 

○原山議員 有難うございました。 

 橋本議員。 

 

○橋本議員アカデミックな今までの財産を産業界が興味を持ってアクセスしているというのは、

多分私たち材料分野が最先端にあるのだと思いますその経験から言えることは、人によっても

企業によってもとにかく考え方が全然違うのです。アカデミックなデータからどのようなデー

タフォーマットにするかといった点が戦略といいますか企業間の非常に激しい競争のところで
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す。先ほども申し上げたように、個々のことに入ってしまうと何も決められません。したがっ

て、とにかく大きな枠組みをつくることが重要で、将来つなぐ可能性があるということを意識

しながらみんながやるという、それぐらいのことをやらないと現実的には動かないと思います。 

 アカデミックと産業界についての我々の経験を具体的なものとして提示できますので、これ

らを参考にほかの分野にその課題を広げていって貰うといいと思います。 

 

○原山議員 有難うございます。 

 内山田議員。 

 

○内山田議員 オープンサイエンスはアカデミア側の話が主で、我々産業界は少し距離がある

と考えておりました。科学技術基本計画では、オープンサイエンスはただやみくもにやるので

はなく、オープンアンドクローズで、そこをはっきり判断し区別していくという主旨のことも

記述があると思います。一方で我々がイノベーションを推進する為に産学官連携ということを

強力に推進している訳ですが、アカデミア側に一律に施策でこのオープンデータの義務化など

がかぶされますと、今ちょうど橋本議員のお話にも一部出てきましたが、産学連携でそこに参

加している産業界も同じようにその網がかぶり、同じようにオープンすることが前提になると、

企業活動が非常にやりにくくなるということも考えられます。本件はアカデミア側の問題だけ

ではなくて、やはりこれを施策化すると産業界にも影響を及ぼすということを十分配慮しなが

ら議論していって頂きたいと思います。 

 

○原山議員 有難うございました。 

 では、林さん、どうぞ。 

 

○林上席研究官（文部科学省科学技術・学術政策研究所） これまでの議論の中で幾つか補足

させていただきたい点があります。今後の進め方について、結局オープンサイエンスが（企業

活動を中心とする）オープンイノベーションと比較して難しい点といたしましては、研究者を

政策で動かすというのは非常に難しいという点がございます。その点についてはガバナンスの

観点で、経済産業省からの事例のように、委託研究、つまり国のガバナンスがより強い研究開

発領域、事例から進めていくと、そこから浸み出して、研究データを共有することで研究が発
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展するということを科学者、研究者自身が気付けば自発的に動くという、そういったやり方が

考えられると思います。 

 あと２点目は、誰の為のデータか、相互通用性、インターオペラビリティというキーワード

がございますが、これも研究者にとって使いやすいデータと企業にとって使いやすいデータと

行政、市民にとって使いやすいデータは違います。ですので、そのインターオペラビリティと

いうキーワードの中にも細分化がありますので、そのデータはプライマリーには誰の為にイン

パクトを与えるのが適切かといったような優先順位付けをした議論が必要です。その上で、せ

めて機械が読める、マシンリーダブルであるという状態にしておくということだけは今はっき

りと申し上げられると思います。 

 最後に、データマネジメントプランをつくる際に非常に負担感があるという話があるのです

が、これもひるがえって歴史に倣うと、論文というものができたのは１７世紀ですが、研究者

というのは新しい発見したら次のことに本当は移りたい訳です。だが、なぜ論文を書くか。論

文を書かないと昇進しないし研究費ももらえないからという環境になっているからです。ある

いは、論文を書くということはパブリッシュ・オア・ペリッシュという形で既にもう研究者の

活動習慣の中に取り込まれていますので、データマネジメントプランの要請においても、論文

と同様にそれを書くことで研究者が喜ぶ仕掛け、或いは研究者の普段の活動の中に溶け込ませ

る必要があります。少し時間がかかる話ではありますが、そういう形でデータマネジメントが

取り込まれるような仕掛けづくりをすること自体が非常に重要であるということを補足させて

頂きたいと思います。 

 

○原山議員 有難うございます。かなりまとめていただいたというのと、１つ補足で申し上げ

ますと、今の研究者にこの流れに乗りたいというインセンティブの１つとして言われているの

が、データサイテーションシステムですね。論文のサイテーションがあるので皆さん競争なさ

ると。その原理というものをデータをオープン化する人たちにとっても、１つは謝辞というよ

うなやり方もありますが、もっとシステマティックにやることが重要だと思います。これもや

はり先ほどの宿題として承りました人材のことにもつながることなので、これも１つ大きな固

まりとして議論させて頂きたいと思います。 

 それからもう一つ、スケジュール的ですが、先ほど６月めどと、もう一つ大きな流れがあっ

て、ＯＥＣＤにおきまして２００７年に策定したOECD Principles and Guidelines for 
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Access to Research Data From Public Fundingというのがあります。これの見直しが今年か

かっております。この３月からこの議論がスタートします。ですので、この議論の中に日本が

不利にならない、逆にリードできるようなものもここの議論から持っていけるのではないかと

思っていますので、結構急いで動かなくてはいけないと思っております。 

 ということで少しまとめですが、皆さんの御意見伺いますと、やはりガイドライン、割とざ

くっとしたものかもしれないのですが、包み込むようなガイドラインの必然性、それを早急に

つくることが大事なのと。現場で具体的なプラクティスをしながら、そこから問題点を抽出し、

しかもそれをシェアしながら一緒に進んでいく。その中でも分野別の特性、或いは省庁別の担

当するものの特性、またその主体である研究者或いは企業、様々な主体の特性というものを踏

まえた形でこれから進めいく必要があるのと同時に、そのデータを集めることが目的ではなく

て、活用することが目的なので、使いやすいものにする為にはどういうものが必要か、その中

でもデータインフラというものを今整備しつつあります。それをいわゆるマシンインターフェ

ースではないのですが、１個人が使いやすいものというものも想定した上でのマネジメントが

必要だったと思います。 

 ということで、最後のまとめですが。その前に、すみません、もう一つ、先ほど申し上げま

したように、昨年１１月に設置いたしました学識経験者、研究機関の実務責任者で構成する国

際的動向を踏まえたオープンサイエンスの推進に係る検討会、ここでの議論、また今日の議論、

それからこれからも事務局が主体となって進めます統合戦略の準備に関しましてこの議論を進

めていきたいと思いますので、御協力よろしくお願い致します。 

 最後に、和泉補佐官から一言お願いします。 

 

○和泉内閣総理大臣補佐官 総合科学技術・イノベーション会議の会議に幾つか出ているので

すが、今日の会議は２つ特色があって、１つは皆さんの議論の方向性が一致している、あまり

対立してない。２点目は時間に余裕があった。加えて言うと、林さんの説明がグーテンベルグ

からスタートして大変ほっとしました、これが印象です。 

 原山議員の説明とも重複しますが、研究データのうちオープンにすべきもの、クローズにす

べきもの、これを今日も議論がございましたが、分野別の特性やアカデミア、企業、国家、そ

してまた市民、そういったところを踏まえてしっかり公開或いは活用していくことが大事です

し、そういった問題意識を研究者にまで持っていたとも思えない部分ございますので、それが
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当たり前なのだというようなことをしっかりと植え付けていく必要があるのかと、これが１点

目です。 

 ２点目は、大枠のガイドラインという話がございました。これは大事ですが、各府省におか

れてはこれを待たずにデータポリシーをどんどん作っていただいて、ボトムアップで作業をし

てもらいたい。その上で、橋本議員や或いは上山議員からお話がございましたが、大枠につい

て、なるべく早急に御指摘の検討の場を総合科学技術・イノベーション会議で設けて、さっさ

とガイドラインを作る。こうしたことを原山議員が想定しているＯＥＣＤ等のスケジュールを

にらんでしっかりと準備を進めていきたいと思っています。 

 加えて、Society 5.0のデータ基盤、さっきアカデミアとインダストリーというお話ござい

ましたが、これは全てSociety 5.0のデータ基盤の一部でありますので、総合科学技術・イノ

ベーション会議ではこの部分だけ切り離すのではなくて、Society 5.0全体データ基盤の一環

として調整してもらいたいと思っています。 

 最後の人材育成、これどの分野へいっても人材という議論が多くて本当にどうするのだろう

と思います。これから日本は人口も減るし、かつ過日中国人はアメリカで年間５，０００人が

ピーチデットと、日本人は２００人弱というようなことがあったと。この人材育成については

また別途しっかりとニーズと供給をにらんで、単に欲しいと言うのではなくて、本当にそれが

持続的に育成できる体制をつくらなくてはいけないと思っています。医療などの分野でも若干

補助金付けてアドホックに５年間で育成するような話もあるのですが、これはもう金の切れ目

が育成の切れ目でありまして、持続性がない訳であります。その辺はよく各省と総合科学技

術・イノベーション会議文部科学省が協力して、どういった方向性が持続性があるのかという

ようなことについてこれをまた議論頂きたいと思います。 

 いずれにしても今日はきちんと時間前に終わったすばらしい会議でありまして、感謝申し上

げます。 

 

○原山議員 有難うございました。 

 これをもちまして、本日の政策討議終了致します。御協力有難うございます。 

以上 


